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「墨田区基本計画」（案）に対するパブリック・コメントの実施結果 

 

 

１ パブリック・コメントの実施概要及び結果 

（１）公表資料 

「墨田区基本計画」（案） 

（２）意見募集期間 

   令和８年５月１日（金）から同年５月３１日（日）まで 

（３）意見募集の周知及び公表方法 

ア 実施の周知 

・区のお知らせ 令和８年５月１日号、５月１１日号  

・区公式ウェブサイト  

・区公式ＳＮＳ（ＬＩＮＥ・Ｘ・フェイスブック） 

  イ 公表資料の閲覧方法 

・区公式ウェブサイト 

・企画経営室政策担当窓口 

（４）意見提出方法 

   郵送、ファックス、電子メール、電子申請（Logo フォーム）又は持参 

（５）意見提出先 

   企画経営室政策担当 

（６）意見募集の結果 

意見者数：１０人、意見数：２１件 

 

２ パブリック・コメントの意見等の内容と区の考え方 

NO 意見等の概要 区の考え方 

１ 全体 

文章ばかりでは理解しがたいので、高

齢者等にも理解しやすいよう、具体的事

例を別冊にでも用意してほしい。 

今後、基本計画の内容を分かりやすく

まとめた概要版の作成を予定していま

す。 

２ 

 

第 1章 Ⅱ計画の特徴・性格 

４ページ右下の図が読みづらいので、

もっと大きく掲載すべきである。 

図が読みやすくなるよう、冊子にする

際にデザインを工夫いたします。 

３ 第２章 Ⅱ 人口の現状と将来推計 

人口の推移は地域の特性をアピールす

る努力次第で変化していくと思う。 

他区と比較すると魅力ある地域だが、

インバウンドに振り回されないで住民が

幸せを感じながら暮らせる、豊かな人生

を過ごせる地域を目指したい。 

まちの魅力の発信は重要であると考え

ており、シティプロモーション戦略を重

点プロジェクトのひとつとして掲げてい

ます。 

区民の皆様に「暮らし続けたい」と感じ

ていただけるよう、基本計画に掲げる各

種取組を着実に推進していきます。 
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４ 第２章 Ⅱ 人口の現状と将来推計 

将来推計人口（各年次）において、日本

人人口と外国人人口の内訳を明示してほ

しい。 

また、外国人人口の増加率・増加数の想

定根拠を説明する資料を計画または補足

資料として公表してほしい。 

外国人人口については国際情勢や経済

状況、災害や感染症の流行など、国内外の

要因により変動しやすく、不確実性が大

きいことから、外国人のみの推計は行っ

ておりません。 

推計に当たっては、総人口について、出

生率、社会移動率等を基にしたコーホー

ト要因法により、将来人口推計を行って

います。 

５ 夢実現プロジェクト２ 

高齢化が進み、ますます空き家の増加

が見込まれる中、空き家所有者が何も管

理をしなければ何も変わらない現在の空

き家対策の仕組みで、本当に誰もが安心

して心地よく過ごせる日本一のまちがつ

くれるのか。 

空き家対策については重要な課題であ

ると考えており、個人の財産であること

を踏まえ、所有者への働きかけを基本と

しつつ、ワンストップ窓口の設置による

発生予防、必要に応じた法令に基づく指

導、利活用の促進など、実効性のある取組

を進め、誰もが安心して暮らせるまちづ

くりに努めてまいります。 

６ 政策１ 

イノベーションや産業のすべてがハー

ドウェアやものづくりを前提としている

ことが、とても残念である。 

非ものづくりの産業を育てることも大

切だと考えており、まちづくりも町工場

の延命を前提とする必要はないのではな

いか。 

 

既存事業者の維持・発展だけでなく、区

内事業者や大学、スタートアップ等の共

創を通じて、新たな産業の創出に取り組

むこととしています。 

これまで受け継がれてきた「ものづく

りのまち」という地域特性を活かしなが

ら、産業の振興に取り組んでいきます。 

７ 施策５－２  

経済振興や観光振興とこどもの安全は

対立するものではなく、両立されるべき

である。 

こどもの安全や居住環境を守るため

に、旅館業や民泊について、今後の新規施

設に対する規制強化や管理体制の充実だ

けではなく、既に許可を受け営業してい

る施設や現在審査中の施設について、ど

のように安全性や生活環境を確保してい

くのかを明確に示してほしい。 

観光振興においては、区民の生活環境

との調和が重要であると認識しており、

観光客へのマナー啓発、宿泊事業者との

連携等の取組を進めていきます。 

また、旅館業や住宅宿泊事業（民泊）に

ついては、監視指導を強化しているとこ

ろであり、事業者が宿泊者に説明すべき

マナーについても周知を図っているとこ

ろです。 

区公式ウェブサイトに取組を掲載して

いますので、ご覧いただければと思いま

す。 

区では、法違反等を探知した際には改

善指導を行い、指導に従わない場合は行
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政処分を行う等、厳正に対応してまいり

ます。 

８ 施策５－２  

旅館業・民泊を巡る制度運用にあたっ

ては、違法民泊対策だけでなく、学校や保

育施設周辺における旅館業の在り方の見

直し／住宅密集地への配慮／子どもの安

全や生活環境を考慮した制度設計／住民

意見を反映できる仕組みの構築／既存施

設を含めた実効性ある監督体制について

も検討してほしい。 

旅館業や住宅宿泊事業（民泊）に関し、

新設・改正した関係条例を、令和８年４月

に施行しています。条例の検討に際して、

パブリック・コメント手続等を通じて、区

民の皆さん等の意見を広く求め、可能な

範囲での意見の反映等に努めたところで

す。 

今後は、条例の効果検証とともに、規制

のあり方について適宜検討を行い、生活

環境悪化の防止に取り組んでいきます。 

なお、既存施設も含めて監視指導の強

化を行っているところであり、実効性を

高められるよう取り組んでいきます。 

９ 施策７－２ 

墨田区を含め下町は昔、海だった。軟弱

な地盤上に建物があり、首都直下型の地

震が発生すれば大災害になる。想定外だ

ったとならないよう、日頃から備えてい

ただきたい。 

首都直下地震等の大規模災害に備え、

地域特性も踏まえながら、自助・共助・公

助が連携して日頃から防災対策を進めて

いくことが重要であると考えています。 

基本計画においても、防災行動力の向

上や防災体制の強化を位置付けており、

今後も着実に取組を推進していきます。 

10 施策７－２ 

主な事業、「避難所環境の充実」につい

て、誰もが安心して避難生活を送れる環

境をつくるために、「エネルギーセキュリ

ティの確保」という視点も盛り込んでは

いかがか。 

基本計画は施策の大きな方向性を示す

計画として、現状の表記としております。 

災害時のエネルギー確保など、避難所

におけるエネルギーセキュリティ確保に

関する取組については、墨田区地域防災

計画等の個別計画において位置付けてお

り、これらに基づき対応していきます。 

11 

 

施策８－１ 

樹木がいっぱいの公園づくりを目指

し、樹冠被覆率を高め暑さを抑える温暖

化対策をお願いしたい。 

分野別計画である墨田区公園マスター

プランにおいて、地球温暖化などを踏ま

えた持続可能なまちづくりに向けて、公

園も植物や緑陰を確保し、環境に配慮し

た公園づくりに取り組んでいくこととし

ています。 

135 ページの「まちが輝く公園づくり

事業」に記載のとおり、自然環境の保全や

創出に資する公園の整備を進めていきま

す。 
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12 施策８－2 

区内の樹冠被覆率、緑化率、緑被率を高

めていただけるよう対策をお願いした

い。 

公共施設の緑化や開発事業等に伴う緑

化指導、区民や事業者による緑化活動を

促進することで、身近な緑の豊かさを感

じられるまちづくりを推進しています。 

分野別計画であるすみだ環境の共創プ

ラン及び墨田区緑の基本計画に基づい

て、区内の緑化を推進していきます。 

13 施策８－２ 

未来のこどもたちと未来の地球に、自

然豊かな環境を残したいと切に願ってい

る。 

行政や区民の皆さんにも自然保護につ

いて関心を持っていただけるようお願い

したい。 

緑と花の学習園の運営や自然観察会の

実施等により、区民の皆さんが自然と触

れ合える機会を創出することで、自然環

境の保全や生物多様性の重要性について

理解の促進を図っています。 

引き続き、これらの取組をはじめとし

た環境施策を推進し、区民の環境保全活

動や環境保全の意識の向上につなげてい

きます。 

14 施策８－２ 

すみだゼロカーボンシティ 2050 宣言

の実現のために、できることを少しずつ

実行してもらいたい。 

本区のビジョンである墨田区基本構想

において、こどもたちにより良い環境を

引き継いでいくため、一人ひとりが環境

負荷の少ない生活行動や事業活動に取り

組むことを明記しており、持続可能なま

ちづくりに向けて着実に取り組んでいき

ます。 

15 施策８－２ 

主な事業「再生可能エネルギーの導入

促進」について、区のゼロカーボンシティ

を、より複層的かつ強固に推進するため

に、電力の脱炭素化という重要な取組に

加え、「エネルギーの多様化」という視点

も盛り込んではいかがか。 

基本計画では、大きな方向性として環

境負荷の少ない生活行動や事業活動の推

進について記載しています。 

「エネルギーの多様化」という視点に

ついては、分野別計画である第三次すみ

だ環境の共創プランにおいて、具体的な

環境施策を記載しており、再生可能エネ

ルギーの導入促進に加え、エネルギーの

効率的利用や多様なエネルギー源の活用

等、多角的なアプローチによる脱炭素化

の推進に取り組んでいきます。 

16 第 4部 Ⅱ 公共施設等整備の考え方 

水道インフラ（給水管路・貯水施設等）

の老朽化状況および更新計画について、

東京都水道局との連携も含めた区の対応

方針・スケジュールを計画または関連資

料に明記してほしい。 

特別区（23区）の水道事業については、

東京都が広域的・一括的な管理を行って

いるため、区の基本計画には記載してい

ませんが、都による計画的な更新等につ

いて、区も引き続き協力していきます。 

生活インフラについては、電気・ガスな
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また、本計画のインフラに関する実施

方針において、水道を含む生活インフラ

全般を対象とした優先順位の考え方を示

してほしい。 

ど、管理主体や特性がそれぞれ異なるも

のがあり、優先順位を定めることは難し

いですが、区が管理する公共施設等につ

いては、墨田区公共施設等総合管理計画

に基づき、計画的な維持管理・更新を図っ

ていきます。 

17 まちで歩きタバコを注意したことがあ

る。そのようなことが余りにも多く、不健

康な人も多いのではないか。改善をお願

いしたい。 

墨田区路上喫煙等禁止条例に基づき、

区内全域で路上での歩きたばこをご遠慮

いただいています。区民や本区を訪れた

方への周知を図るため、ポスターや路面

シートの掲示等により啓発に取り組んで

いきます。 

18 自転車の台数が多く、歩道でも安心し

て歩くことができないので、対策をお願

いしたい。 

自転車等利用者への交通マナー等の啓

発活動を実施することで、交通事故を減

らし、安全なまちづくりを推進していき

ます。 

また、歩道に放置された自転車は歩行

者の通行の妨げとなるため、引き続き警

告や撤去を実施していきます。 

19 大横川推進公園の万華池について、生

き物保全のため、土留めやポンプ等設備

の点検・修理を適宜お願いしたい。 

毎月の定期点検等を通して、施設の破

損等の状況を確認し、適切に補修工事を

行い、良好な環境の維持に取り組んでい

きます。 

20 昆虫の食事と隠れ家の確保のため、半

分ずつの面積で交互に刈取りするなど、

植物の刈取りの時期や方法を検討してほ

しい。また、一斉に剪定するのではなく、

種類に応じた植込みの剪定をお願いした

い。 

生物多様性の観点から、区の公園では

昆虫の生息環境を保全するため、草刈高

さは原則として地表から５cm 程度を基

準としています。また、ツツジ等の花が咲

く低木については、開花時期が終わった

後、最適なタイミングで剪定する等の対

応をしています。 

21 伐採により二酸化炭素の放出増につな

がるので、木の枝の伐採は必要最小限で

お願いしたい。 

公園の木の枝は、原則、落枝の防止や公

園内の見通しの確保のための剪定等、必

要最小限の伐採としています。 

 

 


